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コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2019年８月19日開催の取締役会において、下記のとおりコミットメントライン契約の締結につい

て決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． コミットメントライン設定の目的 

 当社は、今後の事業展開において機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることで、当社の成長に伴い発

生が見込まれる必要資金を確保すると共に、事業拡大の際の手元資金をまかない、財務的基盤のより一層の

安定を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結いたします。 

 

 

２． コミットメントライン契約の概要 

（１） 契 約 締 結 先 ： 株式会社三重銀行 

（２） 融資枠設定金額 ： 10億円 

（３） 契 約 締 結 日 ： 2019年８月26日 

（４） 契 約 期 間 ： 2019年８月30日から2021年８月31日 

（５） 担 保 の 有 無 ： 無担保・無保証 

 

 

３． 今後の見通し 

当該契約の締結により発生する諸費用に関しましては、当社の2019年８月期の連結業績に与える影響は軽

微と見込まれております。なお、今後、当社の業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速

やかに開示いたします。 

 

 

（ご参考） 

 コミットメントラインとは、予め設定された契約金額とコミットメント期間の範囲内で、融資の実行が契

約金融機関によって確約（コミット）された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、必要な資

金を必要な時期に融資枠の範囲内で契約金融機関から機動的に調達することができることとなります。 

 

以上 


